
事業者と本人との間に生じた苦情の処理の流れ

個人情報取扱事業者

内閣総理大臣（内閣
府） 主務大臣（関係行政機関）

（第36、49条）

国民生活
センター

地方公共団体

個人情報の本人

認定個人情報保護団体

苦情相談・処理窓口

既存のネット
ワークの活用

苦情の解決
（第42条）

基本方針
（閣議決定）
（第７条）

認定、監督（報告
徴収、命令、認定
取消し）
（第46～48条）

裁 判 所

訴訟等
苦情の申し出

連携・協力、支援

苦情の処理の
あっせん等
（第13条）

報告徴収、助言、
勧告、命令
（第32～34条）

（第８､９
条）

（第８､９条）

（第31
条）

（第８､９
条）

（第54
条）

（第14条）


